
一

（
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
経
費
支
出
の
禁
止

１

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
っ
て
は
、
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手
方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公
明
の
確
保
に

支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

１
に
伴
い
、
政
策
活
動
費
を
充
て
て
し
た
支
出
の
項
目
別
の
金
額
及
び
年
月
の
収
支
報
告
書
へ
の
記
載
に
係
る
規
定
及

び
政
策
活
動
費
の
使
用
状
況
の
公
開
等
に
関
す
る
制
度
の
検
討
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


